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１．趣旨 

 山武市特定空家等及び管理不全空家等認定基準（以下「本基準」という。）は、空

家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「空家法」とい

う。）及び山武市空家等対策の推進に関する条例（令和元年山武市条例第２号。以下

「条例」という。）の適正な運用を図るため、空家法第２条第２項に規定する「特定

空家等」及び空家法第13条第１項に規定する「管理不全空家等」を認定する際に参考

とすべき基準を定めるものです。 

また、本基準は、以下の指針、手引きを参考に作成したものです。 

参考とした指針・手引き名称 出典 

管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する

適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）

（以下「国ガイドライン」という。） 

国土交通省 

空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅

の不良度判定の手引き(案)  

国土交通省 

千葉県特定空家等判断のための手引き 千葉県すまいづくり協議会 

空家等対策検討部会 

 

２．基本的な考え方（対応方針） 

 空家等の管理については、空家法第５条にも規定されているように、所有者又は管

理者（以下「所有者等」という。）にその責務があります。そのため、市では、適切

な管理がされていない空家等については、所有者等に対して空家法第12条の規定に基

づき、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善を促していきます。 

しかしながら、再三の助言等にも関わらず改善が見られない場合には、特定空家等

及び管理不全空家等に該当するか判断し、認定を行います。 

本基準に基づき特定空家等又は管理不全空家等と認定した空家等については、周辺

の悪影響の程度や切迫性などを総合的に判断し、空家法第13条又は第22条に基づき、

助言又は指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行っていきます。それ

でもなお改善が図られず特に必要があると認める場合は、管理不全空家等であれば特

定空家等に該当するか再度の調査を、特定空家等であれば空家法第22条に基づく命

令、行政代執行による是正措置を行っていきます。 

なお、空家法に基づく行政指導や是正措置については、所有者等の財産権の制約を

伴う行為が含まれることから、慎重に手続きを進めていく必要があります。 

 

３．特定空家等及び管理不全空家等判定調査対象の選定について 

 特定空家等及び管理不全空家等の判定調査については、市内全域の空家等を対象と
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しますが、次の項目に該当し、今後、危険度や切迫性が高くなることが見込まれるも

のを優先的に実施するものとします。 

・山武市空家等対策計画（令和６年３月）に定める「重点エリア」（第５章の３．重

点エリアの設定）内に存在するもの 

・目視等の現地調査で管理状態が著しく悪いと判断されるもの 

・再三の助言等にも関わらず改善が見られず、今後も所有者等の対応が見込めない 

もの 

 

４．認定基準について 

（1）認定の方法 

 特定空家等及び管理不全空家等の認定について、次に示す判定基準に基づき認定候補

の判定調査を行い、山武市空家等対策協議会（以下、「協議会」という。）での協議結果

を踏まえ、市が総合的に判断のうえ認定します。 

また、必要に応じて庁内関係部署で構成する山武市空家等連絡調整会議で協議するも

のとします。 

 なお、空家法第 13 条及び 22 条に基づく措置を緊急的に実施する必要がある場合は、

認定に係る協議会への協議を省略し、措置実施後において報告するものとします。 

 

（2）判定基準 

（2）-1 特定空家等候補及び管理不全空家等候補の判定方法 

 特定空家等候補の判定は、国ガイドラインで示されている特定空家等及び管理不全空

家等の判断の参考となる４つ基準（保安上危険、衛生上有害、景観悪化、周辺の生活環

境の保全への影響から放置不適切）を参考に、別に定める判定表により調査を行います。 

調査の結果、以下のいずれかに該当する場合は特定空家候補又は管理不全空家候補と

して判断します。 

 なお、【判定表③】による「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損

なっている状態」の判定については、山武市景観条例第８条第２項の規定に基づく重点

地区内のみ判定を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定空家等候補 

➢ 【判定表①】の点数が 100点以上 

➢ 【判定表①】の点数が 80点以上 100点未満かつ【判定表②】の悪影響範囲が「大」 

➢ 【判定表①】及び【判定表②】で管理不全空家等候補と判定され、【判定表③】に該当があるもの 

➢ 勧告を受け、期限までに改善がなされない管理不全空家等 

➢ 総合的に判断し、特定空家等候補に該当すると判断したもの 

管理不全空家等候補 

➢ 【判定表①】の点数が 80点以上 100点未満かつ【判定表②】の悪影響範囲が「中」以下 

➢ 【判定表①】の点数が 80点未満かつ【判定表②】の悪影響範囲が「中」以上 

➢ 総合的に判断し、管理不全空家等候補に該当すると判断したもの 
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（参考：判定基準表） 

 

 

（参考：判定フロー） 

 
 

保安上危険 衛生上有害・その他放置不適切 

悪影響範囲 

大 中 小 

敷地外へ悪影響が及

んでいる又はその可

能性がきわめて高い 

敷地外への悪影響が

及ぶ可能性が低い 

敷地外への悪影響が

及ぶ可能性が極めて

低い 

100点以上 倒壊等の危険

性が高い 

   

80点以上 

100点未満 

将来的に倒壊

等の危険性が

ある 

   

80点未満 当面は倒壊等

の危険性は低

い 

   

管理不全空家等候

補 

特定空家等候補

空家等 
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（2）-2 特定空家等候補及び管理不全空家等候補の判定表 
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（参考）山武市景観条例に基づき指定された重点地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「山武市景観計画（平成 27年 3 月）」44頁 
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（参考）外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）抜粋 
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【判定表①】

10

20
（イ）
外壁 25

25

50

100

15

25

15

25

50

10

20
（キ）
屋根

10

排水設備
（ク）
雨水 10

25

50

100

※1　判定表①については、国土交通省の示す「空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）」の考え方を準用し、再構成したもので、主に木造建築物について示したものである。木造以外の構造の建築物については、

※2　周辺建築物や通行人等がある場合をいう。

【判定表②】

一部破損が
あるなど、飛
散し、暴露す
る可能性が
高い

損傷等が無
い成形板
（※）など、
飛散し、暴
露する可能
性が低い

　

※建築物石綿含有建材調査マニュアル（国土交通省）におけるレベル３相当

【判定表③】※山武市景観条例第８条第２項の規定に基づき指定された重点地区内に該当する場合に判定する。ただし、状況により適宜判断を行う。

【総合判定表】

記 入 者 ：

特定空家等及び管理不全空家等候補判定表
日 付 ：

管 理 番 号 ： 空 家 等 の 位 置 ：

(Ｃ）項目別点数 (Ｄ）最高点数

（Ｅ）総得点

今後敷地外
(※2）に悪影
響が及ぶ可能
性が高い、又
は既に及ぼし
ている
　　(2.0)

敷地外に悪影
響が及ぶ可能
性が低い

　　(1.0)

山間部等にあ
り敷地外に悪
影響が及ぶ可
能性が極めて
低い
　
　　(0.5)

（Ａ）×（Ｂ）

（Ｃ）の内、グループ項目で
最も高い点数

（Ｂ）悪影響範囲係数

グループ項目

建
築
物
が
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ

構造一般の程度

（ア）
基礎

（Ａ）評点

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」　（※1） 該
当
な
し

（カ）
外壁

構造の腐朽又は破損
の程度

防火上または避難上の
構造の程度

構造体力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

屋根が著しく変形したもの

擁壁のひび割れ等（点数の最大値が5.0点未満）

擁壁のひび割れ等（点数の最大値が5.0点以上9.0点未満）
（ケ
）
擁壁

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出し
ているもの

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露
出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

（オ）
屋根

擁壁のひび割れ等（点数の最大値が9.0点以上）

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの

屋根ぶき材料の一部に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる
木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの

延焼のおそれのある外壁があるもの

延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの

雨樋がないもの

屋根が可燃性材料でふかれているもの

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

該
当
な
し

悪影響の範囲

大 中 小

擁壁が老朽化し危険となるおそれ
（「宅地擁壁の健全度評価・予防保
全マニュアル」の健全度判定区分
による）
※該当するいずれかにチェック

排水等の流出による臭気の発生

ごみ等の放置、不法投棄によるもの
臭気の発生

多数のねずみ、はえ、蚊等の発生

衛
生
上
有
害

建築物又は設備等の破損等による
もの

吹付け石綿等の飛散

動物の毛又は羽毛の大量の飛散

立木等の越境による通行等の妨げ

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気の発生

そ
の
他
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

立木等によるもの
立木等の倒壊、枝等の散乱

建築物等の不適切な管理等に
よるもの

門扉の未施錠、窓ガラスの割れ等不特定の者が容易に侵入
出来る状態での放置

土砂等の大量流出

シロアリの大量発生

多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等の発生

該当

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合
しない状態

景観法に基づく景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態 □あり　　□なし

地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態　※ルールが定められている場合に判定 □あり　　□なし

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

住みついた動物等によるもの

動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態

屋根、外壁等が、外見上大きく傷んだり汚れたまま放置 □あり　　□なし

看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置 □あり　　□なし

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置

判断理由

□あり　　□なし

（３）その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □あり　　□なし

総合判定 特定空家等候補に　□該当する　□該当しない　　　/　管理不全空家等に　□該当する　□該当しない　/　□いずれにも該当しない

（ウ）
基礎、
土台、
柱又
ははり

（エ）
外壁

住みついた動物が周辺の土地、家屋への侵入

構造体力上主要な部分である基礎がないもの

外壁の構造が粗悪なもの

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、または破損して
いるもの等小修理を要するもの

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、針が腐朽
し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヵ所に腐朽又は破
損があるもの等大修理を要するもの

基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の
危険のあるもの

　　　その都度個別に判定を行うものとする。

今後敷地外
に悪影響が
及ぶ可能性
が高い、又
は既に及ぼ
している

敷地外に悪
影響が及ぶ
可能性が低
い

山間部等に
あり敷地外に
悪影響が及
ぶ可能性が
極めて低い

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・【判定表①】の点数が80点未満かつ
　【判定表②】の悪影響範囲が「中」以上

・総合的に判断し、管理不全空家等に該当すると
　判断したもの

・勧告を受け、期限までに改善がなされない
　管理不全空家等

・総合的に判断し、特定空家等に該当すると
　判断したもの

管理不全空家等候補

・【判定表①】の点数が80点以上100点未満かつ
　【判定表②】の悪影響範囲が「中」以下

特定空家等候補

・【判定表①】の点数が100点以上

・【判定表①】の点数が80点以上100点未満かつ
　【判定表②】の悪影響範囲が「大」

・【判定表①】及び【判定表②】で管理不全空家等
　　候補と判定され、【判定表③】に該当があるもの

 


